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 国が、先送りを続けてきた『ペイオフ』が今年４月から全面解禁されることとなっています。初 

回はこのペイオフと相続税・贈与税の関係について考えてみましょう。 

名義借預金はペイオフ保護の対象外 

 我が国の典型的な家族（配偶者と子供２人）をモデルにペイオフについて考えてみましょう。 

ペイオフ対策として定期預金を解約し、自分と配偶者と子供２人の名義で1,000万円ずつの定期預

金にすればどうなるでしょうか。 

 預金保険制度上で保護されるのは、実質的に判定して本人名義の預金だけで、その額は１金融機

関につき元本1,000万円とその利息までです。したがって、単に配偶者や子供たちの名義を借りて

も意味がありません。また、名義借りということになれば、本来の所有者のものとなり、その人に

相続が起これば当然相続税の対象となります。 

 そこで、相続やペイオフ対策ということならば、実際に配偶者や子供たちに現金を渡してから、

各人名義の預金として預け入れることが必要です。しかしこの場合、その現金を贈与したことにな

りますので１人当たり231万円もの贈与税がかかり非常に重い負担となります。 

最 善 の 対 策 

 相続・ペイオフ対策として一番効果があるのは、長期的に計画的にこつこつと贈与することです。

通常の贈与税には、１年間１人110万円の非課税枠（基礎控除額）があります。この非課税枠を利

用して生前贈与を行うことが最善の方法でしょう。相続財産を減少させながら、年間110万円以下

の額を贈与するならば贈与税はゼロだからです。 

 しかし、少額な贈与では預金をペイオフで保護される範囲にしたり、相続財産を減少させる効果

は殆どありませんし、高額すぎる贈与はペイオフ対策や相続税の節税効果は大きくても、贈与税の

負担が非常に重くなるので、結果的にはマイナスになることも考えられます。したがって贈与によ

るペイオフ対策を成功させるためには、適切な贈与額を見つけ最適の贈与計画を立て着実に実行し

たいものです。 
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前回に引き続き今回はペイオフ対策の第２弾として「決済用預金」のひとつ「普通預金（無利息

型）」について考えてみましょう。 
 

決済用預金は全額ペイオフ保護の対象 

預金保険の保護対象商品が変わります。利息のつく普通預金などは、定期預金等と同様の取扱に

なり、１人につき１金融機関、元本1,000万円とその利息までしか保護されなくなりますが、当座
預金や、利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護されます。 

決 済 用 預 金 と は 

決済用預金とは①無利息、②要求払い（いつでも引き出し可能）、③決済サービスを提供できる、

という３条件を満たす預金のことをいいます。 

利息のつかない普通預金とは 

普通預金（総合口座の普通預金を含む）に「無利息特約」をつけることで「普通預金（無利息型）」

となり、預金保険制度で全額が保護される「決済用預金」となります。 
したがって、次のような特徴を持つ「普通預金（無利息型）」は、低金利時代での有効なペイオフ

対策の一つと言えるのではないでしょうか？ 
 

＜ 特  長 ＞  
その１・・・新たに「普通預金（無利息型）」の口座を開設することができますが、すでに利

用している普通預金口座を切替えることも可能です。その場合、口座番号、通

帳、キャッシュカードはそのまま利用できます。 
   その２・・･普通預金から普通預金（無利息型）への切替、普通預金（無利息型）         

から普通預金への切替はいずれも可能ですが、切替後、元の預金に戻す      

ことは原則としてできません。 
その３・・・利息はつきませんが、それ以外は普通預金と同様に利用できます。 

 
 
  ※ 注意  内容、規定等は取扱金融機関により、異なることもありますので、必ず確認 
        をすることが必要です。 
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今年迄ですよ！ 
 
住宅を取得するための資金を贈与された場合には、         

①「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例」

と②「相続時精算課税制度における住宅取得資金の贈与の特例」が

ありますが、これら２つの特例制度は、平成１７年１２月３１日を

もって廃止される予定です。 
 

今回は、①の「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の特例」について説明します。 

550万円までは無税（110万円の基礎控除５年分前取り） 

この特例は、1,500 万円までの贈与税計算について５分５乗方式によっているので低い税金
で済み、550万円までは実質無税になります。 

しかし、注意も必要です 

この特例を受けた翌年以降４年間に贈与があると、110 万円以下でも贈与税
がかかり、通常の贈与税額より高くなります。 
 

具体的な適用要件 

（１） 父母又は祖父母からの住宅及びその敷地の取得資金の贈与（直系血族に限る。義理の 

父母は含まない。）であり、不動産の贈与は不可。 
（２） 家屋の床面積が 50㎡以上で、かつ、その 50％以上が自己の居住用であること。 
（３） 中古住宅の場合は取得の日前 25年以内（鉄骨・鉄筋コンクリート造の場合。木造その
他の場合は 20年以内）に建築されたものであること。 

（４） 贈与を受ける人のその年の年間所得が 1,200万円（給与収入で約 1,442万円）以下で
あること。 

（５） 贈与を受ける人は贈与を受けた日前 5年間、自分や自分の配偶者の所有する住宅（50％
以上が居住用のもの）に居住していなかったこと。（増改築等一定の場合には例外有り） 

（６） すでにこの特例の適用を受けていないこと。 
（７） 原則として、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得して入居していること。 
 
適用にあたっては細心の注意が必要ですので事前にご相談下さい。 
次回は②「相続時精算課税制度における住宅取得資金の贈与の 
特例」です。 
 

第３話 



 

 

 

今年迄です！ 

 
 

 
 

 
 
今回は、第３話に引き続き、住宅を取得するための資金贈与の②「相

続時精算課税制度における住宅取得資金の贈与の特例」について説明

します。この特例制度も平成１７年１２月３１日をもって廃止される

予定です。 
 

 
 この特例制度は通常の「相続時精算課税制度」（平成１５年度より創設された制度）の非課税枠 
２，５００万円にプラス１，０００万円して３，５００万円の非課税枠が使える制度です。 
 

しかし、注意も必要です 

※親より贈与を受ける子が平成１７年１月１日現在で２０歳以上の場合に限ります。 
※プラス１，０００万円については、住宅取得資金（現預金）に限られます。 
 

 
【家屋等の適用要件】 
１．新築又は築後経過年数が２０年以内（一定の耐火建築物である場合には２５年以内）の家屋で   
あること。 

２． 一定の増改築等の場合には１００万円以上であること。 
３． 床面積が５０平米以上であること。 

 
今までに住宅取得資金贈与の特例を受けた人も相続時精算課税制度適用可 
 

  ただし、平成１５年以降に通常の住宅取得資金の贈与の特例（５分５乗方式）を適用している方

は、それ以降５年間はこの制度を選択できませんので、どちらを選択するかは、よく考慮する必要

があります。 
 

適用にあたっては細心の注意が必要ですので 

ご検討の際には早めにご相談下さい。 
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１２月 

３１日 

3,500万円まで非課税 




